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I. 第3回アジア大干洋林茶会においで森林 

数牧政業 が手に 毎こ れた理宙の談明書 1 
要旨. ^ ;

• 世界の方々 で, 林内ﾡ牧は林茶商ﾡの一つにな フできて 

いる。家畜は ししば森林やその隣接地にﾡ計乱に救牧さ 

れ,故媒象市頭数は救野の供給能餌料をﾡかに上廻り,

い キ ゆ る通放ﾡ となつている。 その 結承 ・ 遹正な 飼料 の 木 

足し,ﾡ少木の再生木が滅牧家畜の餌料の一部になっるに 

まう。そL て土嬢の浸ﾡは早 くなり, 多く の森林がす分る 

再生林 とならすに本置 される 結果 に昭 る ・ そ しで 時に は 森 

林が全く 滅表 sれて しまラ ニYしある。

• しかL作ら 土々ﾡ木々ﾡ長牧ﾡ羊が いためられす に係 

続するよラに経ぎされるならは,ﾡ内向ﾡ牧は有冬てある 

いう二y を考え る 察はな い。

• 森株内 の約料を質明な方法で保覆を と用そ す るため に 

邁切な放牧が行われ マいる 株林ては , 野季はﾡﾡの あ 

前ケに sれた資示を構点する . そしで人 の 增加 に 伴わ ない 

のごひどく田って い あ家畜の増をに役っ ・ ﾡ端な例 て は 

放牧 ル #業 は同-の 土地 =西立する。 マしで土壊と林キの

要求が充された状ﾡが持続 して経営 が確実になるのに役立

つ。

林内が牧が金々並奏視される問選しなっだのは, 柔6回 

のFA0会謙. ﾡ未牧野を営町ﾡ会釜々を柔ﾡすべき= 

あ2 といラﾡ望を速べたこにょる。

「A Oによて ;大きな注目を引いている門ﾡである突

0 牧岸や瘦意地の 問題取ぼ先镀取 ま上め られだたF。。た c
3 8 - PtcPピ2A cf 7 ana 夕 の才 にっ いて 東 検 討

するために ・ 林業 と 豊業の 専間家達玄票 め る ニ とを事務ﾡ 

ﾡがﾡす ることになっ た次第である.

二の指導に対欠する ため に 事務間長 は、林業部を通 じマ a 

た ま年 の ◆初め にコーマ で林向本攻のﾡﾡ為会送をﾡい た . 

こ の 会談では ビルマ •インド,インドネシア, フィッッと. 

ンそ念む 24 ヶﾡの代表者がﾡり,地救牧や火、や土地 

ﾡ全等の 試問権に→い てﾡなされ た.

そ しで運想的なﾡ勤き老ど拝ﾡ地再生の確立方法が支史 

された。この 方法 I= よれは, 飼料生産や家畜や肉の 効ﾡ的 

な生達をあ凄に係続ュせ る こ yがでもる .

森林放牧政策 の Piuc<A0.o, 公有地 の 管理終甞,研ﾡ



-3-

株7の塔歩 , 教育, ・線及告区等が謙零銀の一部と t て ま 

ﾡめゅれた。

ニ の 会議に よっマ, 全性示名通 じ て林内ﾡ牧政策 の ん 

。 明確な 方ﾡ 夕 主証す るコピ がを季 てあるニヒ が認 

められた。そしマFA ○会装のﾡ。部会によっ て , 林業政 

ﾡの ルnccpCa y して採用される よラ に補足セ れ た。

二の会議はﾡ務有長に対し マ「会議の結界を各地方の林ホ 

焦奏員会に 通産 するように」y勤告名したのてある。 その 

内各は ' .

(林内な牧政策 の /inuciA.C.3 を試み ,そして 各地に遠 

・ した適切な方法乏勤めてほ L いこし。

t) 二れらの ルンtと+ム3 冬基継ヒ し て , 各地に適合す る 

しっと詳山 い 花火ノ. 吋屋ス 会立ててほしいこと。

c)各国は, 特殊の措重即ち混牧林森営地= まで祥業政 

を発長せる ニヒを,林業はﾡの-ﾡ報告に包含さ セラる

か ど ラ かを検ま々 れたいこ と。

\ .

ローマにお けナる桜術会諾の報告と し て提出 ・れた「林内 

激ﾡ政業 ② neとpco。」は 混牧林的 の 放牧利 用 ミーﾡ的な

- ギー
指針を与えるしのてある。 それらの hucA&. は同-の 

土地から林産物や水の係続支確係する ヒ 同時に , ヌ林地な 

ら飼料や家畜生産る発展 させる =役立っ しのである。

春林の保義 とﾡ野の植生の係ﾡ の問選は土壊ゃ水の係ﾡ 

のﾡ要性 ヒ同様にか説されでいる。 ..

即5. ・ ^
1)林地が茶牧を支え得 る林地②ﾡ限景 ミっ い で。

②)赦牧地か ら の村潤や筒値名 最夫に 宜っ ネ続せ る ため 

の対や についマ。

3林木向放牧査ﾡに対する調ﾡや研ﾡの助長=ついマ。

全)林地 に放牧さ 細令せ ることの パ要性 の 自 党の ﾡ揚につ

いで。 ./ ・ *• ・ \ "
5本牧政ﾡに対し で当な立法措置によ る法的な基須の

P与にっいて。

6う求経そきの場倉と 円様に本野*巻に , ﾡ術者のま 

をするょラに 行政 管会 助長 するこしについで。

ワ表衛者の季域谷川名激あかする ミヒにっいて。

等ず あ る。



-5-

I. ローマにおける林内放枚に関する

技術会議の最終報告要旨

1・ 林内放牧に関す る技術会議広,全会員諾国を招待し

’ て 1954年3月29日から4月3日まてローマの国達本部 

におい て開催さ れた。総数26 ヶ 国の4 人 の 代表 ・ 3人 

の 公 式傍ﾡ者及び若 干の非公 式の傍砲者 が象加 し た .

, 2 • 会識は PVCooれ博士の歓迎演説を以って始めら 

れ, 次で森林部長 M:.&2cun は林内ﾡ牧の技術会議を組 

ﾡ寸3に全った方え方の大雲を示さ れ本会議の歳ﾡの範囲 

を指示した ,

3 . そから合議の役眞が士された. J.F. Pooe 
(アセリカ)が長, R.K。4&t(スイスと A&.(ィタリー)デ笑 

々票-, 第二制議長に重はれた. G.PCAa2&ot(モロコ)が報 

告安眞とじて径命さ れた.

4 会義は考記局によって訓製さたま事日ﾡを点ﾡ症 

ご承認した.. 引lきつ ごい て議事目程よ りルﾡル っこ_ 
の常会議が構成された。 J テフ

林内放牧政票

J.「&4imeo

CA. G

(フランス) - 議長

(スィ ス)

(T . Hoamuaw (イタリヤ)

Mau2 Kこ

G. E. Locouグ

T.「aucィイ

(ビ ルマ)

(チュニジア)

(ト ル コ )

(F AO) - 書瑟

8)林内ﾡ牧の実行に関す る核衛的長室

M : Naの。 Geutca (スペイ ン) 議長

E. Aicんiae%

Cdmuam Aピパw

PDE x。。

(オーストリア)

(ト ルコ)

くイダリー)

N. G (イスラエル )

P Maaacp◇u4oa

C.E. H。&。とん.こ

(ギリシヤ)
(F A 0 ) —— 書託

○)音理, 研ﾡ, 調査, 赦育, 訓練, 普及
F.C. Fou - Ro&otu。. (U. K.) 議長
GAo2omu- A& Ba～a (イラン)
Vecut Eん (ト ルコ)
Auシt J2～uロt くフィンランド)

Gua/x Maxe (イタリ -) 

FxdしeLcた G. Rea ( し.S.A.)



-7 - -8-

W.R.CんnE (FA0) 書記 ・

5 それから引きつぶさ一般町な討論が行われた. 注目 

すへミことは, 取決の られた手続きに従 って . る裁題の- 

報的態様は全体会設で討論3 れたこと で あ る グこ の 方法 

は最し有効な方法てある ことがわかった。報告の起ﾡのと 

W 卜ょ記のマ昌会に分れ,後て全体会議で章字に対すら 

対論と修正 を行っ て 可※ されたのてある.

6. 会議中にスショー山への視案旅行が行われた. 各 '.■ ■ I ;
代表かイ ク ) アム林局長サッチﾡの配慮に対し ﾡ謝の意を 

表した。

7. 林内放牧に関すもう術会議てほはろくによ り林地と見 

ﾡミる 土地の他に, た とえ地上立木がﾡめてク い かヌ は 

全会なく とも家 ほ又 林分 い比敦的形 W が選り か ヌは非常 に 

少い か家は配置が不規則て あ 場令でも , 林業家に とって 

さ 重 零な ﾡ と 5 に足 広転ん 地域いあ るという事を 認 

あた.ミの場合そのせっな土地に対しては。 ・の報吉さ傾 

甲されて い ・牧野及び林内ﾡ牧と い う 言索か. あて ば まる.

8. 混帯多浸地方の国々では, 生ﾡ上の条件が特に都合 

くそう して 高厚の 校術的発展 か行われて いるから. その 

ような回では土地が集約に利用されている. ﾡして, 時に 

は放牧地と林木の 生産地 とか完全に分られ, それによっ 

て森林の保ﾡ的桜能及び本牧と林業のバラ ン スが共 に考意 
/ ・

されている。
I

9. その他の地域ては上記の土地は一般に利用 が粗放 て 

大裕は林とﾡ野の区分が不明ﾡのま、衣重されており. 

そ こては家畜や野生動物がﾡ由に草を食んている .ヌこれ 

ら の 土地は . 完全な林地と共に異状な侵銀作甲に対す る保 

ﾡをえ. Eつ水分供給の調節回予として要にﾡ号は様ﾡ 

と発揮しそあり,ス発揮しはすればならない. -

10. 会義の 宣言 ・ よ ばﾡのて度«通ﾡ枚や大や岐株 

を 受 たこれ らの地域は,今後その 経済 的な童夢性 とそ の 

保作用の たや, 地保会及 び利 用 の 合理的政策 W 掛立 

すべき象てはすな広らはいが, これは積地, 林地. 数 

野の 国全体か っの最ﾡのバランスをとる事を目的とした国 

内土地保全政策の福幹を なすものえある」

11. 本会議は上述のこ 1 らの地域に特に通用される政ﾡ 

を樹立し索行する黄ﾡを有する管理ﾡ関の達択は, 各国区
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荷の自由であると方える。各国政府はその独目の立場に応 

して , 管理周え太め組縁し なけばなら な いてあ ろ う . 

とに角, これ らの 管理候関は,これら の地域と 関係の ある 

寒系, 牧野, 林茶反び土地,水保会当高と密将ら絡を保 

ち, 若しくは保つうっに規えしなけ ばバ らない.

12 本会識て特に注目しことてあるが, 事索多くの国 

ては, これらの牧野の全部文は一部る州有 又 は 公有 財産 そ

J F ”;:.. 「 」• , ・ ・
ある公共林地に得入している. またこの他. これらの土地 

が私有てあ多場合は, 用すべき区ﾡの研究,室索行の 

責性には山林当島が当っている.

13. 山林当局が多少長期間にわたっ てこのよう な土地に 

対する責任を負わされた場合は, 経ﾡ町、社会的見地から 

通当な対策たるべき. 或は大抵は多 万面にわ たる 利用 を寿 

ﾡしら計面を樹立しな け ばな らない.

:14. 本会議.は 上記の 条件下に,このょうな土地のﾡ牧利 
I

用 に適用すべ き林内放牧計画 の一般原則 を起草 し な ければ 

はらない. この原則はFAOﾡら回会裁で全会質ﾡ回に納 

告さ る森林改東の根幹と 一致すべきであると考えている.

15. そ故.本会識は山林当局がその責を負っているこ

れ ら の土地へ直将応用 すべきテキストとして 次に場げた林 

内放牧政策の想則を提出した。然し乍ら,明らかにこっ 

の原則の大都分は如上地域の保全と合理的利用 を政扱っ z 

い うから, その順り にたいては. 本会議か前文において契 

めに直琴性ほとのよ う 広管理ﾡﾡが奉極のﾡ性とﾡおら と 

し,あてはまるであろう. 、

(テキスト) 林内放牧政策の原則

序 林内ﾡ牧は, FAOのﾡ。回会ﾡによって振状さた 

林業政策の声明 に附さ れ た快則を全世界か是認す 3 に足 s 

だりのﾡ寺性をし っていa,

家畜の 衣牧 及 び林内 その狩独は世示 の 経済 的社会的福祉 

において, 極めて 重 零な 問題である,巧なな土地保会利用 

を行えば・ ﾡ牧に盗する林地の女野章はﾡ立な ・式新資涙 

をなすものである。世界の人々の生活水率の改きと同上反 

び人口増加に対恐 するために は , 林円で飼ま、る 動物か 

ら の 生産品 に対す る 要求か大:とな り , 且つ林木と飼料が共 

存す 3 土地 の 改良が益々 め霎となる； 林木 と 下ﾡえ木は*, 

土来・ ﾡ気候に関してﾡﾡな係環作用を反ほし, その結 

乗その国目気は勿論ﾡﾡ縮国における表業経来,水力電気
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工業の発展及び田令と都会の人々の福祉に影響を及ぼす。

・ 森林•の生産的保護的機能は 火災や 株 &含む破壊的目
; ・-
っ不注意な処置に よ っ て容易に失わ る 「広大な 林野 は 

現在数世紀に重る不適当な衣牧や その他の利用方法には 

って 悪、化した 状態にある。ミのぶうな森林は関係語国に 

おいて非常にど季である牧野草や木材を供給せす, s た 

水源の保義とし ならない. 林野が当認ﾡ官身及び世示会 

銀に5え得る恩寿を全ﾡ的に果すためには各国は僕な 

林内汝牧政東を展ﾡし実行す5 ことが皇零で ある.

周知の如く, 土地利用系件は各国で異り, 林地の所有 

及び利用の形態にし非常な差がある ,土地及び水の有効 

な管理及び林城に生産さ れ3飼料と木材の経済的な利用 

と図るためにじ零とす る核術と かﾡ理法は各国の特殊な 

系件によ って異ってくるてあろう.

然し下ら, 要にとのﾡに対しても竜当は林内ﾡ牧政家 

の樹立と達成と規交 す る 或 種の基本原則 か、あ ・といっこ 

と は認めら/る . 以下略述す 原則とﾡ状す ・ 事を各国 

政府•に勧告する。

林内放牧政索樹立の指導原則

1)各国は恒久的な林地と して土地を区分して除外す るとミ 

は, 家竜と林業問題とのﾡ幸なる相互依存闘係を考意し飼 

料と木材生ﾡ用の土地の二ﾡのﾡ用か ら 生 于'る 恩 惠、き 斟酌 

しなければならない. このような土地区今は, またその国 

の経済及び社会政ﾡの枠内て土地利用 の凡 ゆ る形恵の空接 

な相互依存関係を方底 しな け はな らない。
・-・・.. ・ ・ ・

2)各国はﾡ当な牧野経営と そ の他の森林の取扱いとを結び 

つけて,麻野が ら得られる 電馬及び価値を最大且っ恒久的 

ならしむべさである. このことは次のようなことを 意味す

る.

②)上記の5 う仕務を割当て らた林野は息告ゃﾡ壊に 

対して 保護 さね ばな らない。 
・

4林内水牧の 運告方針 は牧野の 改良及 び保続的な 高度の 

生ﾡ ( 林木と家富 を合む) 及び牧野章の有効な利用 &可 

能にするなう に企図 すべき てある . 関係語国ほ森林の多 

門利用を売慮し, 株っ て伺か侵生 す s か&判定し a け 

れ はな らない,

3各画は研究と考家とによって, 土地の他の簡値及用役 

と関運して, 林内ﾡ牧の会ﾡを完会にするよう努力
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すべきである。

林内ﾡ牧攻 家達成の指奪原則

4)各国は適当な林内衣牧と その回の一級経済とのﾡ様な 

相互関係を広く知ら しめるべきである。

5赤内放牧政東の 実行 こ 規定す る 系文 を合む 森林法 が 制 

定さるべさである, このようほ法律は,その回の経ﾡ及 

社会状熊にマッチ して進展する 4 う に考定して織込よ 

なけれ ばな らない.

6当該官方のﾡ司は, 林内衣牧政索を展開し達成すもた 

めには, 林業救育は勿論牧野管揮に関するﾡ育と受りた 

ものでなけ ばな らない. 研究機関は位の林業 上 の 問題 

はの論のこ と, 牧野营理及び更新問題 も 包含 さ s べきて 

ある. かゝろ研究様関には塩当な経済的援助が与えらる 

べきてある .

7)共有林の 経営 & ﾡっ 感貝 は凡てそ れにﾡ当な 訓練を 受 

け な ばな らない。林業專門家及び牧野管理の専門家 

は大学家は専門課程の水ﾡにある 学校て本育を受ゅ な サ 

れ ば ならない.

8)牧野経営の基ﾡと な っ デーy - をﾡ集す ・ ための調査

がﾡ行さ れなければならない。 このよう な調査は牧野経 

営の 完会な教育 &受けた職ﾡ によっ て実行さ なけれは 

ならない。

16. 本会誠は「木材, 飼料草, 土壊,水の生産を保護し 

改善するために林内本牧は飼料植物,林木. 土ﾡの零件を 

考慮した科学的な基ﾡに基いて実行さ れはけ ばな ら な い」 

という 確信を戸町した.

17. 林内衣牧は 他の ﾡ源に対す ・全設的な 土地利用計画 

によっ て要ボされる程ﾡま そ規警さなけ れ ばな らない. 

ﾡ & 牧野ては 雲求ミるところ はな牧と水 以 外には発ん と 

ないかし知れ な い。別 の 牧野 てはこれと共に 木材 とﾡ料が

来さ れるかもしれない. 要に 又別の牧野で、は飼料資源 に 

種々 の理由の ため全く利用さないかれ短れな い.

媒し 下ら多目経営によ ・利用は 一般にﾡ« の産物& び利

. 用 の 間に 調和と 図るしの てあぁ が, ヌー つﾡは多 方面の生 
\ ゃ

ﾡを増大せ しめるこ とがてき る. か> る 多 再利用 は 土地 

の 産物の完全利用•を なし遂げる むのであも。

18. 入れ は , 林内本牧地経営に お い て効票 もあるべり
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に, 叉范険な手段冬、も ある。ミの会歳は無茶な無計画な送 

し て規ﾡさていない火入れの利用は有害だと認めた. し 

かし若し 計画や調整の ため に明ﾡに定め た措置 が実行さ れ 

るな らば. 試験の結采は確かな事実と して「火入れか牧野 

草生産の促進に使っ ミ とがてき ることを示している」とい 

うこと を同時に認めた。

19. 流域に よ く 経営さ た衣牧は , 流れ に奪か る水の 

衣出の量や賞や時期を調ﾡす ・ の に 最終的な 効果 を もって 

いるとい う点に おいて大さ な役割さな している, 水 の 調節 

ば水力電気の発達や潅温や洪水の危険や漫触調節に と って 

ﾡ大てある。 そし て 放牧は 決 して これらの守会限系を爆え 

るものでないと言う こ と を 忘れて は ならない.

流域か •現在経化して いる処, 特に台地状をなし ている処 

は ・水を調節しらリ ヌは そ の横失 や速度を減少さ 43のに 

高 い 優先 性としっている。

20. 最し大切で有効な時期に飼料を利用す ・ため に家査 

の移勤は経営の形態と して好ましくもあ りヌでも あ る. 

遊牧生治は, 遊牧の形において,予言し得ない時と場所に, 

飼料を生産 するよう に天候の気紛を活用す 3こ とがし

しばじ要てある。

しかレ, 会りに多くの家畜の集中は家盲を認こすること 

を含む経営に おいて, そん な場所は巻 さrばならない.

管理調整のあ る 意味は余り に多くの 墓群がﾡﾡ地域に勤 

く こ とを防さう るとい うこと で あろう。乾ﾡ期や早ﾡの年 

に供給す ・ ための飼の貯蔵はこんなわけで最も大切であ 

る.

21. 林内放牧経営のP&ととムは, 普理考や利甲者にょ 

<理解してしらっことである. これらのん.しの底用 

は 気候帝の 異 っ た 変化 する 事情に 行 じて改め られ, さして 

実味には地区地区の条件によって料動さねばならない.

ししレ, 飼者や木材ゃ家富や水の最大のめ生産がﾡ統 

ることを整なっば, え牧林地のﾡ営では, まず.植生や 

上壌か 考えらればならない.

会装は要に どん広樹穫が飼料木と してと 上ら。べさ 

かというこ と及びﾡ牧さ れ ・ 家富の量や種ﾡやﾡ牧時類や 

次牧経営型式幸に基いて* らの掛種の生長関体がギめら 

るべきだということ を力説し た .

22. 好まし い植生が食弱で不十分ではある けれとも. 合
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理的は時期に飼料木で再び自然に おおわれて保続さ て し) 

るよう な林内次牧地があ る。そのよ っな処ては , 飼料木の 

ﾡがﾡかなければな らない しヌ確かな保育がつづけ らn 
ねばな らない。 そしてそれら の保育 は観察や研究 によ っ て 

各局地に適したし のでなければならない. これら の保育に 

は適地の運定 . 適木の選定並びに立地の決ﾡと 搭ﾡ地の経 

営にっ いての 一ﾡ的な方法のﾡ定と いっこと し合んでい る。 

はお, この他に特殊な方法として,例えば樹木の移植や小 

核の神付を したリ, 衣牧地に適した肥料をﾡし たり競宇し 

てい る 望ましくない ﾡ牧地4内 ・ 調 した 9 取は 配宝や誕 

類の宮を調聞した ッ す る等林内ﾡ牧地を改善す るように

よくその 力法を 町にしな5れはならな い),

23. 世釈の大部かの地方ては, 林内ﾡ牧は家畜の受求す 

る 一 年間 の 飼料の うち,-ほんの一部分を供給する こ とがて 

さる大けてある. そで大前分の ﾡ料は他の牧野や 改認さ 

れた牧場や. その他 の飼料 や銅料作物などと が生逢さ/ は 

ならない。

24. 草食性の 野生 の動物,例えは鹿, 野生派, カモシカ 

奪は放牧計画や林業経営計画の内に包合し て考て られなけ

-/&一

はな らない。

飼いな っさ れた家畜, 時には この卜に野生の動ﾡ物も 一ﾡ 

に開 じ込め て い る森林ては, 林木や流域に港慮しな け れは 

ならない損きを引き起す. すべての場合, 野生動物の数 域, 

勃物の正規の飼料量と均衛を保たれね はならない。

25. 林内放牧の 場合の 家蓄 の 飼料は車 から 丈 け ては供給 

することはてきないのてあって, その 他直ﾡ若葉を喰っ た 

り, ﾡと折 ったりなとして. 樹のﾡや花やﾡなと からも供 

給さ る. こっはよっこ はホ/ る が し か し厳童 に Qpuec 
しなけれはならない。

置軍所面画香る重裂番夏 *、

政府所有か較は 政ﾡ調整の林内ﾡ牧地の信理

26. 政府所有が家は政ﾡがCp。2 している林地のﾡ野 

賃源は, 会体と し て国の利益に なるよう に経者し利申 さ n 
る 公共 の 責任が、ある .

如伺な る 土地が林内放牧 に供 き るべきかとい う問題は. 

本ﾡ的には政府の回土利用計画○結果に依る。このことは, 

枚牧, 木林, 土地係会その他望よじい価ﾡに対する潜を性 

の完会な正し い技術的認識に よってﾡめら れねばな らない。
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-7.杯位の管理は科学的に ヌ核衛ﾡにﾡ格のある管理有 

に よっ て行わ なければならない.

28. 同到完成の成否は, 浸枚林地とﾡ牧の利問及び他 

の,上地から の銅生産 ど の ニ っ の関係あ る. この 両者 は, 

国 の福祉に 途«大さ んﾡ与 となるてあろう。 そのような 気 

成の旨向達成の ためには. 経済的な即ち 全地域か ら 商当 な 

収入を得て, ※して家畜の所有有に支分の財政的なﾡ酬を 

与えるよ っ に立案された家畜単位の均ﾡが図られねばなら

い。 1. ■

2. 共同く Canapo.) は 管理 す る 桜質 と ﾡ牧 林地の利 

用者の周に 公平に 取扱わねばな らな い. 政ﾡ所有の 浸牧林 

地を利甲する家盲所有着の共同は、条林改策や規則や調整 

の 発覆 と 適用 に 割 つよ うに 寺東 さ れ ねは ならない。そして 

そのような各個人は んな 土地の本系の利用に, 官分達の

割 を 認載す aまっに 助長さ れはならない。

30. 管理が有効に今牧、A③ことは大切てある.

森林放牧也につ い ての』ﾡ

31. 各国のじ要に応ずる研ﾡ動が早く始め られ道展す 

ること は更要 である . 自回に適 し「た経営計画 に要な P.- 

ci6e。 が 発達す るように 十分 に理解さ れ Rはな らなし.

32. それら の研究 は,よく訓練さ1科学者によって行 

わ , 旦 っ他の農林関係の 研究 と 十分整合さばならな

33. 個«の回々(に対して. それらの回々の要求に会う 

う な研究結系と断言する こと はてきないが, 数多 くの回に 

対して,地ﾡ師な計画を先一することは可能であま. この 

よ っ な地ﾡ区分は宣復 を除ミ 且っ &巻さ n た実行か. 進むよ 

う 整合 と 促進 しなけ ばな ら な り .

34. すべての研究ﾡ関の政策は運やかに夫々の 研究結果 

を公表しユっ計画にお ける情報支ﾡの世誌を しなけばな 

らないということである.

牧野風の調査

35. 全土地利甲計動の内に用竜ミた体制の内で, 各国 

は次の=つの 型の牧野調査が一般に受てあ る.

○)国石牧林地の広ﾡな調査は, 広ﾡな政ﾡの基や実
・ \

行計画に叱専な データー を 供給し ている。

イ)レっと ,集約調査は特別の牧野地域の経営計画を進 

めるのに役に立っ. こらの 調査 は 国有林の林内放牧政策
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を地方へ応用する場合に光客な事項と明かにする. このよ 

う な詳細な調査には核術的な精神が零であり ,そして有 

な指奪のためによ く訓緑され た人達がﾡ零であ る。

教と 訓 ﾡ :

36. 混牧林地経営の現場て特に訓練さ Lた人達の不足に 

ﾡみて, 基言と訓緑の問類は事実査零である。

37. 林内歎数計画 は 十分に訓練さ た人達が居っ てこそ 

はじめ て十分に推進する ことがでま る . 上級のしのは大学 

や専門学校のﾡ有が林内ﾡ牧経営の理ﾡの基ﾡを与える よ 

う に し rs けナれはな らない. 若しも 牧野経営を ﾡえ ・ 設備が 

国内では役に立た はいなら は, 若 い希望者 をそのっ な設 

備の ある 他 の 国 に 糸還 すること が有 利 てもあり零であろ 

う ・ ﾡ習講表でﾡ牧林地経営を本禄する ミと は 世界の多く 

の部分にとってきにに琴 であ る .

-地域のﾡ育のc。 は各国が夫々表有設備のﾡ備に 

努力することよりし. 経済的であ っこと がわかる。

38. 家時に は 混牧林地経営 に従幸すみのに 聆'零 て高当 な 

基碳教授に 不足し て いる 人達は,油断なく特引の講習て訓 

練されね は・な らない.

39. それ上に, 普及方法の訓練がじ家である.

普及(顧麗としてのサービス)

40. 実際の林地.の利用看に適.当な放牧;方法にっし)て の如 

識と与え, そ し て彼等を 申込み に 応、じ て援助す ること た 

ても ・ 浸牧林地の 用からっ十分は利ﾡと引き出すこ とがで 

さ 2 ・ この知ﾡは 局所の 以零性 と 馬所のﾡ条件と 型解 し 応、 

用 す ③程ﾡ 役 に 立つ も のてなければな らない.

41 要に, 自分まの感所の系件の下に実行を遠きにﾡ 

する様に試み. そして展示地区として銅区する導者が, 

る団体 の向に送は なナ は広らない。

「 ■

42 ミの会議は, 森林牧野経営の利ﾡの/めに,ﾡﾡに 

よ っ て 義務か、負われ、る迄,事務局長が普及す べ き さという 

布器& 発表 し た 。

43. こ の会議の報告書 a 各地ち、の森林る会や小な 員 会 

(こ提出 する.』- う に 動言 しん,こ / っ の 政府 連合 後関 は特に 

( 個々に ) 次の事頃を依ﾡすべさであ る .

初 林内放;牧政策の Puocc.。 a 試考 し卓 っ希望す 3

修正 と行うよう にめ ること
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2)このpmuイ-基いて, 地方のとこの森林牧野に

I 関係し通甲さハるしつと詳しい 政東 の 尸ル心产U を 

総 して発表す多こと.

c)各会ﾡ回が. ミ の 委 策 会 の 各 •部 門 に 披 露 す ・条林改 

ﾡにつくて の一般的な 報告書 に ・森林牧野ﾡ管 について 

作らAた計島&宗行 1 も 特別な章を 含む よ う に試ク る こ 

・. . •

44. 賈に事講局長な杰員会や小委員会に,ミの会議の報 

き番-含4 てい 5特別な点、即 ち研究や教育や科学ﾡ衛 

着の訓緑の進や 又混牧林経営計画 の 発達 に 十今る ﾡ解を 

し ら. 故 奥 すう こ とが必 零で あみことなとと 法意 すべき て 

ある. ・

45 興味をしっているすべての国に, 牧林経常につい 

てのFA。 の技援動をす るよう にろ全 の 努力 をしなけすし 

はな らない. そ こそ次の各を助言 してい み ・

a)ﾡ牧林の問ﾡが実除に切実てみ多回は、こ の事につ 

•いて技術援助 を 依頼すべる であること。

8)F A 0 の林業毒門家はﾡ術係動計重に基い て ・ 牧 

球問題の研究指導の ため ニヌそ れ ら の土に適用す ・政 

ﾡを政府が取上げる よ う に援助する ために注かけるこヒ:

○)FA。 のﾡ業専門家が居ない回に おいては. 牧野経 

営に関すもF A 0 の林業 門家は 森林け でくその他 

の牧野に も援助る 拡 ける よ う に努め ること.

d)牧野経客のFAOの林業ﾡ門家が居ないとさは, ﾡ 

味をもっている国の林業技術奉仕は,農業牧術援助專門 

家とﾡﾡな重絡をして, 草地の-銀間題を処理するようにヌ 

水のﾡ量の如さ問題しざく<考えて. 森林枚野問題に限っ 

てこれ っの震ﾡ専門家に考究方をるす る ように助言 す 

ること.

の 林業菽術 奉仕 はF AO(よってすでに 銀さ れ た 或 

は今後編織 さ るであろう 牧野や人工草地に ついての各 

地方の研究会に権ﾡを与えらんた代長有る式る よ らに促 

企さ4るこヒ.

f林内ﾡ牧政策周類はFA○にまっ て組織さ nたすペ 

て の 森林政兼研究会の 周ﾡに含ま ろべさてある .
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Jun 1454 に掲載さ た「混牧林-

経宮の理論ーー」 旨

混牧林のﾡ術会議が154年3 冃 29 日 -4 月3 日ロー

マで行われ・ その後この報吉が出された. ミの報告は会議 

の 議事録の一つと して,なされたものである。

順 京

1.はしがき

2 各素候市における経営

1 準様還帝

2) &潤還帝-

3) 濁潤熱帯

a) 義 燥熟帯

3 ﾡ牧頭教と牧養力との均衛

4 浸牧林め最も有効はﾡ訪的利用

5 家言の確A ・

6 • 牧 野 の 令理町 - な 刊用

7 本牧と森林の同持利用

はし が き

多く の国々では, 飼料草や林木は重要であるか、と•、ち らの 

資源も そ の じ雲性を満たすにはﾡ分てない. 芝 ミ で枚林 

が方えられ, 森林生産物と同様に飼料車の生渡とも目的と 

した経営のタイ プが家である. 森林生産*の生産はじ零 

て、ある と認めた上で, 混牧林経営は次のような目的をもつ 

であろう. :

し優良な飼料草の高度の生渡維持は,上地反成長の条 

件の範囲では許容さ る.

2. 牧野草の 高度の生星を行え る ような守定した且生産 

的な状態に土壊を維持し, 且復旧を図3こと.

3 豊富牧野車の供給の下て家をの高度の生産をあげ 

ること.

このよう な高度/生番は, 次の幸須を基後としている.

) 家雪は混牧林経島の最終生産物であり, 家室を食 

好に生たす る に は, ﾡ料価値の 高 い 牧野率 を ﾡ分 に 与 え 

な けウば とない。と同時に家編 は牧野の読系件にﾡし, 

牧野草を 最も経春的に且効報的に利用 するょうな 品律, 

ﾡ類てなければならない。

2) 植物は年々証ﾡにしかし郵富に生育するには充え分
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な求ﾡの供会を宰と す る 森ﾡな生右体てあ ② ・ ﾡ物の 

生育上 の塚求は復され なければな らないし. 又其のﾡ 

用か ら 充分に保護 で れ ねはならな い.

○) 土壊はﾡ初が生育 す ・ ための栄養物供給源で あ り, 

ス植物成長のために培養ﾡ&供給する。ﾡ牧家畜にとっ 

て ほ. 飼料価値の高い牧野ﾡのﾡ富な生産が委てあ り, 

※のためには完全な土ﾡの条合体, 物理的構造, 微生物. 

有城物なとば係ﾡ しなけれ はな らない.

混牧林経営は土壞,牧野車, 衣牧家面の組合せによ って 

行わるものてあるが. 比にの箱合せにﾡてま す第一に 考庭、 

されねはならない事は, 土ﾡと牧野草のﾡ栄てある。牧野 

草や土がな く ては波牧家香は存左し得ないし , 安定した 

土塚に飼料価値の高い牧野ﾡがﾡ監に 生育 し 供給さ a と 

ミ ろ はと、、こ でも. い牧野経営の計画の下て,家畜の生産. 

成育が行わ れる ことば明白な ﾡてあ a このこと は②論病 

虫客や家竜 生産に影響す る 其他の回子を除外 してのことて 

あ る.

よ い 糸件に ある といい得る 牧林 は. 降雨が容易に 土 

地地に吸収さ れ. その 大部 分 及 び土懐が植物の 生長に 充分に 

寄与する ので,栄養のある牧野ﾡを最大に, 最通 の 条件に, 

近い生産をあげることが出索る. このこと は次第に. 家畜 

の 高度 生産 に 反映 し てゆく. しかし下 ら 蒙畜 か牧野草 を温 

甲すると —— 例え修過放牧したり危険な牧野章の生育期( 

4表しなけれはならない時ﾡ) に, 達続放牧をしたり する 

と, 牧野章は幸妙が表え・ 根底葬縮を始め,遂には枯死し, 

それと共に家者にとっ では 不良な 車種 に 发化する. そのう 

ち に 土壊 は今までのよ > に 尊い 根の 塊 によ ってさっ <固め 

られくなり、 ユ又ﾡ物底ﾡ よ っ てﾡ分に保護さ れなく 

なっ て,水 に 洗い流され 始め る.かく て牧野草や 放牧家畜 

にとって要な水今や栄養4はなく なり, 牧野草 の減仅 

家吉生たの感&宗す. そして このよ うな状態を矯正しな 

いﾡ り, この 是にの 過権はと んとん番行す s てあっ う.

現を・ 世系の混牧林地の多くは. このﾡ化の或3段階に 

あ8。 牧野経常によって依野を改郎し, 生産力を高めるた 

めには, 以メ上泣べたことと全く反対過程がじ零てある。即 

ち牧野草 は 降雨 の流出 を 防ぐ ため に も,又厩席や有ﾡ物を 

土壊に基えさ せ る ために し ・ ﾡ分業殖す る よう に考底が 

払われなけれはならない。土壊の改良は,卓重及車の困度
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を改良し,ﾡ次家竜の 生産を増加せし め ②.

牧野から牧野草, 家竜, 森林生産物がどの程展期待未 

るかは, 其の牧野の所在する気候に非常に左右される。 そ 

してヌ牧野終管の改善の下て. 表ﾡした牧野の 回を との 

福度期待 出素るん, 矢張り 所在 の 気候に 左■右 される. 長 

牧林の牧野報の生長並に利用とる う見地から, 或は 又混我 

林と実ﾡする見地から, この気候と見た場合, いくつかの 

大き な区分に分想 L e .
回 各気候市にたける経営

1) 準乾燥温帯

林内政牧ほ, 世界の他の主零気候帯に較べて, この準乾 

爆 温帯 加長期間にわ た っ て 好結果 を 収めて いるようてあ 

ろ。この地常の自然評草は栄表価が高く, 又その栄養価ば 

継持さるので. 家畜 の 生産によ く 通合ずる, 家者類の疾 

病で虫雪ほは一般に現をは査大な周題では ない。

この帯は. m季の気候に大さい交動があり, ヌ降嗣量 

が周を通じて比に戦節少いと い っ特徴があ も. るる地域は 

降詞がる季又は早春に集中 し, ヌ他の地域は夏参に降南番 

が集中する。多く の場合 , な年長 い乾爆期があ る. して 

時に正常な雨重がない 場合旱ばっか起る . そ し てその結票 

牧野草の欠乏. ﾡ場る招き, 家乱の生走や牧野経営上ﾡ大 

は問ﾡとなっミとがある。このような場合には, 家ﾡきﾡ 

ﾡから核う ために早き、に飼料を供給しな ければな らない。 

この うな暇られた雨量の下ては, むしろ疎林が成立する. 

そしてそ この樹木は比軟的生長が遅い。しかし樹の下は家 

畜.や狩織獣類か利用するに適した多量の草かある。 (

冬期雨長の多い地帯の限い地域にがては植物は、度秋か 

り早春にかけて成育する : ﾡ季は暑く植物は乾ﾡし, 牧養 

価値は低い. し かし乍ら寒し)地域で、は降雨ほ雪にもな り. 

降っ てくもの て, 植物の成育は雪が消えて土地がﾡくな 3 
春に なってか ら始まる - 成長ばﾡ春か ら初要ま その割合に 

短い期間に行われ, を の 栄養価 ま 晩夏 まで確係さ ハる.豪 

象のﾡ雨は当然夏琴季の牧野軍の成長とす のて,買か ら秋 

ま てが一ﾡに最レﾡ好なな牧ﾡてあるか、若干の牧野では. 

実除に中ﾡ牧をしている.

この準乾燥ﾡ帯ては, ﾡ牧林地は, 乱用ぐ悪化して示 

たのてﾡﾡさ 3べ き程のﾡや家者の生産が行われてなI
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それに加えて, 森林生産物の生 

左か,しばしば意少し, 水漫の 危険状態にある。牧野経 営 

の 改項 か 况等で あ ②。

2 ) 漫費温帯

こ の 気候帯 そは .ﾡ度 が一 報に 林木 や草殺の 成長と 商宮 

する回すとはならない. むしろこのような植物の生育に道 

した系件下 てはなﾡ樹ヌ は広素樹 と合素科の 漫次の客林を 

生じ, こ のためﾡ報及びﾡ木状植物の出現が制ﾡさ れてい 

る 場合か 多く ある。 多く の広ﾡ樹の ・ 生樹は 家畜 が嗜好し, 

吹食す るのて,しは しは樹木 に対して害を 与え る. 狩磁獣 

が常に有左す る張り, 彼号の ために 多量の牧野革が零て 

ある . 頭数か、牧野草の供給量を超過す る と.. このよう な符 

織獣 の旗カロによ っ てすら枚牧損傷が現われ ・.

暖温帯では,前式の s っ な. 密林で なく , t フと疎に 生育 

してい ・ため 下ﾡのイ ネ科草ﾡ及びその他のﾡ類も 証盛に 

成育 し ている 地帯があ る. そして二の 状態は あ る場合に は 

繰返し発生する火又によって雑持し得られ、aこの密生し 

てい る奪が火の起る原回に なること も考え得ら .

生ﾡﾡを通じて, これ等の草類はあも程度の栄養価を特 

つ ているが, しかし間む なく 家を維特でさ る求養分の水 

準下におら, 個料の補始とめ受とする.衣ﾡする場合, 

生い立っている 草類の全部が喫食さ れるわけ ではなく,表 

程友軍は残る の が常てあり, そのた め年内の湿酒ﾡに こ れ 

に火入 することによって この 良ﾡな生育状態とﾡ 

持し なけれはならない こ とがししばある. このよう な 

4なの下では, ﾡ牧又は火入の遊雨から, 候な唯 

お宰 の 高い革ﾡを保ﾡ するよう な 注意が 必更で、るも.

潤温幕に みっ4る 3番目 の代表的な も の にアルパ イ ン 

坂野, 又 ほ準 アルバ イ ン牧野かあ る“ ミれはﾡにおいて 

みられ・ この寒冷地常の降詞は殆んビ夏季にあ り,福物は 

主に環号に青 る： そ こにはしはしば森林と余に該をし 

て, 集約的な牧野経営 か'行われて いるか寒さ と雪のために 

夏以外は便用出耒ない。牧野草は夏中栄養価があ り,まと 

しそ乳キの群のﾡ永に供はられ る.

3 ) 湿ﾡﾡ帯

湿度 の 高い 熱帯で ほ,主に2つの遅数林の型がるる。 * 

の ーフはひとい煮帯林る, 他 は散樹草原で ある . 雨量は 

年間に わたっ て相当 多・でるる かが, 標*型そは約 2ヶ月
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位のﾡ間の ひとい 降雨で ある。この ﾡ間に章類が生産さ れ, 

他の期町はﾡﾡしている. ひとい熱帯林に於ては, 間似て 

は依倒し た後ては , その土地は衣牧ス は耕作が出宗るがそ 

れ以外てはﾡ牧は殆と家は全べ行わない. も そ の 時て す 

ら ( 間伐或は伐倒 の時)そこにはえてくる イ ネ華類の多 

く は不長草類であ り. そ こ では樹木の 再成と さ またげるよ 

う な鬪争かある. 周折的な火入れはイネ科ﾡ類を箱持する 

上に 泌家てあ る が, 火入が上手に使われな か っ た場合は 土

• -と地 は著しく ﾡ化 す る ・

散樹車原地帯は湿潤暖帯に 見られるものによく 似た放 

牧事情を しっそいる。町ちイ ネ科草類やその他の植物が多 

重に生産さ るが, これらの 生塞物 は 成長期 に於 け ・より 

も 栄養価 は 少い。この地帯ではス昔から火> れが行われて 

Sた。そして又、の火入は草地維特や家畜のために価値の 

高い植物を保持す る 点てﾡ受な役ﾡとﾡじ続けて い る。

4) 乾塚ﾡ帯

世界に茶 3 乾爆ﾡ帯地域は全く の砂漠地帯か ら , ﾡ在 

す a あ.。-S〜。ま そ合まれ, 牧野ﾡを 整者に 生産すき 

ものはたい。雨 は 限られた期間しかなく, 1 年の中, 他の 

期間は非常乾燥すろ。牧野草の成長も 勿論十分な湿後か 

あ 3 時にの みﾡられ, こがあ る地域か ら別の地域へ と ﾡ 

み場合. 遊坂する型が実係に行○xる. 家畜の飲水も非 

に制限さ n,力守幾獸 の 利 用もミれに加めきのて, 牧野 の あ 

②部分のみか類繁利I用さ ることになる.

回 ﾡ牧原核と牧表力との均衛

当の周興 国 : 今巨2 世界におけ る 漫抜益経堂上 の非堂に 

室太な問類で2ら- ﾡ料生産の不尽, 家旨生産の悠位&食 

弱な発展段階,時々おもる感意的なﾡ鍛にまる家誓の福失. 

特にひと い早落ﾡ問や風雨によ ・土塚の大さ な漫蝕等はす 

べて牧検方 と関ﾡ した預数との 不占ﾡに よ s しのてる s . 
それに加えて、多くの回々ては, 牧野の飼料の補足とする 

たのに, 飼料作を耕作せ ホヌたとえそ れさ たとし 

て 枚野に本牧す 2 家畜 にとって は雲重通さ ると売えら、 

る 場合 が多い。

牧後力 とは・ ﾡの牧野並 そ こ 以外 の 土地?利 用 に 悪唳を 

与えることなく, ﾡ年定ﾡ周家る宏まった頭教の家盲に充 

今領料甲と代給し得る女野能力の単位と定表さハる • 

この定義は家畜の頭数と牧野車との間の均衛を意味す る



-35-

が. 飼料供給の 普 にフいその 合理的 な知載が なけ れ は牧 

野経巻上あま り意味がなし. ま ホﾡ一に , 牧野に生育す a 
す べ て の 福物が飼料ﾡ てはないといっことと 理解 しなけれ 

さならない, 家竜に供給てきる飼料ﾡ物の重は. 家畜 の 選 

択, 嗜好性. 銅料と して 用いらるもの の量, ﾡﾡに 対す 

っ抗力等によ って六る. 好ま し い牧野軍とは, 液牧の し 

とて他の植物の種類と競争 し , 植物ても って 土地を核ﾡ し 

て伝表し , 土壊加再び漫飯と るの を残草てﾡさ土地の悪 

にを巧 ぐ こ と がて きるしの てなけ れ はよ らない.

ﾡいﾡす力と、ﾡいﾡﾡ力が牧野軍として は望よしく, 

そ の ために は大型の根示と し ち, 土壌湿ﾡ及び温度の大さ 

な交化や家畜の踏足に たえ得も し のてな けれ はなっない。

レかしﾡら , 野の 経管 ス び本養力 と 頭数の均新な どは 

個々の植物に基すく こ とは てきない。むしろ 飼料生達植物 

の崇国に基すい こいる。そ の牧野のﾡ料の大都分と 供給し 

てい る主雲草類か', 強い革勢てあれけゅその享種が増値する , 

よう に特に注竜を しなならない, 牧野に相当重の不 

食幕ﾡが返ミ れ・にしてし, これっ の植物は家会限泉 そ越 

える 程喰さ せてはならない。

-3&-

豚港 カ•の計算 は： 非帯に少い噛や植物を通長に利用す 3 

う に 見ﾡ ってはんらない,何故ならば, このような 計て 

は, 家竜の 嗜好植物 は 通康 の改食て枯死す る で あろう。喫

さ れな い嗜好植物の部分,又は不食植物の相登は土地 

(に残さ れるが, ニ e は 良玲 な 土壌状態 の維 持又 はﾡ夫

の復旧な とに大切で あ る . 上壊 の 物理的又 は 生物学的な 

悪化は,張数と牧野軍量ヒの間に不均ﾡをもたらし, 牧野 

華 と 高産物の両 方 の 減登 となる.他 に初何に ょい 牧野経雀 

が行われそし. 余 りに多い 家畜 の影響 を埋め合わせ 3 こと 

がてさ な い.

' 世派の若干のﾡ. 特に準乾塚温帯では,軍感かひとく, 

年周平均詞量は相当少いのそ. 牧野草の 生産量か減少し, 

過本牧 によって 家者の失 をい ていっ

早艦は このよっ な帯の 天候 の 型さあ3か, その 時ﾡを 

ア示 すること がでさ な い。それで牧養力 の均新 W 完全に す 

るために: ﾡ核頭本る, 手局干均ﾡ(ﾡ)な以下に保ら, 

ﾡのに役立っ よ う に牧野草を保留蓄積する ょ う に しs 

ければのらない。早ﾡの影響を更に惜うために、乾草 又 ほ 

他の補'助銅料を 貯蔵し,少くとも早感ﾡ間中家畜の有成を
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維持乙き るよう にﾡ理さればな らなし〕。時に は頭教をき 

に下 げる ために. 早くﾡ却す aこヒし じ零であ あ.

若しり. 上t。 よ う に家畜が混牧林の最総の生産物であ 

ろならほ,個々の家畜の活力,素殖の回教と頻度, 飲ﾡや 

その位の原因によ a 死亡によ る損失 等に 注意 し なけれはな 

らはいJ .
合条回にわい て. 若干の異った試験研究が行われている 

即ち: 牛の請後が牧養力と均奇がとていも場合は, 非常 

に通ﾡ牧をした場合よりも, より多量の牛肉を生産でき, 

I 頭当 ) の元上代会が高 い. 同様の結界が羊反アン ゴラ 山 

羊でしら ハtる. 多く の国 マ そは盗牧又は単位面債管理の 

不足ハっ家竜頭数のCア2は困難である. このよっな場 

合 は .信マスはグループに 一定の土地を 区分す 3ミと が経 

営上以零であろっ. 放牧林也には,鹿や大鹿等の大理繊獣 

か. 生 ラ古して いる のが見 ら れる 力,こは明らか に枚状 上 の 

負担となり, 牧野草との均前をとった家畜頭数を考えると 

きには、一諸に包含 さ A る. 銃ﾡ又 はその他のﾡﾡ方法て 

計画 的 a CutuC しな サ しば狩為獣の 頭数 は継続的に増 

するの で獣想達が過放牧又はﾡ野のﾡ化の王零因と な 得

森林の価値は勿論非常に 多く の家畜によ って影響 を うけナ 

るが, b し t赦須故が牧野早の主産霊 と内術がと. 家 

畜のﾡ類や育成が正 しけば, 森林の価値はﾡ枚に よって 

愛慮す ③よう な摂易を 安ない であ らう ・

回 浸牧林の最も有効なうﾡ的利用

' 世系におけろ多くの承牧地は, 季節放牧の若干のタイプ 

が実除に行わ ている. 高山地帯ては雪や寿さ に よ って利 

用が防げら る ので, その他の期間町らﾡ李け利用さ れ 

る。砂漠ﾡ木地帯ては冬参 に「けﾡ雨があ ・のて, 飼料計草 

は る季 に生産される. そ 4 てミ の 期 周に被牧 さ A. 環断 は 

非常に乾燥し不毛でるっ。家寄は冬はﾡ地事牧野、及は山 

缶ﾡ牧ﾡにﾡ勤す。ので貰の中同にあちのふしての小 

缶春と永の衣校に 用いられも。このよう な 季節的な移動 

は, 理論的にも宗除的にも必早受てある。.

家書の ﾡ 的 な 立場 かう見 L は. 牧野草 の 利用は毒マ と 

主音 して る時期が最 レ望ま しuが, 勿論 この牧野 の女野 

革の利用の最v 初果鬱T 針曲を たて るためには, 植物の緊 

栄と 生長ﾡボに秀ﾡさ 3べであり, このこと は牧野ﾡ咲



設も宣すであ ② ・牧野ﾡがこ 1たリ, *取 っ 

丁るのに最し ﾡ除な時期は, さの植ﾡに花稿が形成

ﾡてある。 丁彦 この時期はﾡ々にして環の乾燥 

めに当るか. この時期にﾡ岐とすると. その年間の 

みは素に時えら て A り. その養分は根に送ら れて

ほの成長の根源をな寸 2 のてあるが,.ﾡが除去さ れ る 

こ そが不可能にな . 土壊湿ﾡの不足 はよ野甲 

長の候査を問止し, 貯歳栄養分の生産と防げずる.牧野 

は5干なキこの危除な時ﾡに同 じ牧地に衣牧す ・ ミ 

遅け aせう に計島 さ まな らない. こ の期間ヤ は同 

に共ﾡす ・ごとが望ましい、ﾡ牧季節材期の軽いﾡ牧,

、野章の完素告の中東ﾡ牧は, 一扱にﾡ好な牧野状ﾡ 
・ ー ・

持てき る. 牧野の生走性の候義改戻がﾡは しい経営の 

順や, 季節的利用な との 問題に つ い て説明す るため. 多

、の回々を引用してみらことにする. たしかに 上記の理論 

ま. 多かれ少かれ一般に応用さ れ得る . 例えはア メリカ合 

無国画部の広大な 〒共間金地では雨量は非常に少く, 冬 

期に主として雪とな って降きのて翼奪の乾すひとく . 橋

の ﾡ長 早春射に行わ丸 る ,この牧野ては 手かキ 刊 用

ーサクー
されて ・ s が, 説秋, 冬, 早春の時ﾡである ・ こ ミ にかて 
は研究に よって 次の ミ と が明 ら かに さ, 即ち 良好な牧 
野草の充分な成長と貯蔵栄養物の供給補尢,並に差きの生 
産 を 可能にする ため,植物の生長 しっつあ る早 春 の 放牧は, 

i 年置き (=判ﾡS 3 べき であ s. このため波枚地& 2分し, 
隔ﾡに春季利用すさ。

春期牧野は-ﾡに中周的なﾡ高の場所fにあ ッ, 成長期は 

冬ﾡ牧野せり"、おくれる. 一価に家畜に 成長 の旺盛な 時 

期に牧野と利甲している . 春の 放牧期に,票った2っの時 

期 に輸検 ス は 待ﾡ衣牧 がささ る ように少くとし2つの 単位 

(二 区切 3 ◇ざ は非常に価価があ 3. 1年巨シース>の 

初めにﾡ牧す る区は, 2目は総りに波牧す る 区にな るよ 

うに危険な成長期た正年利用す る ような特別な区とっく ・ 

こととさ けナう 多くの車例では, 春のシースンに使われ 

牧野は秋に レ う 一度便っnれる。こ れに丁度家番と冬牧野に 

移サさ せら間 に使 う わ けて ある.こ れ煮のﾡ攻終車 は 

秋にど零な斜料をなして置く零がお s。

高地の夏ﾡ野の牧野ﾡの成長は. 除«ておそく, 家は 

牧野ﾡの成長ﾡを通じてﾡﾡ、れる. こらの地帝は, そ
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奪に ﾡ南番 が非帯に多く. 早春の 土壊ﾡ度 が高いので, 土 

かかたま ), 且踏み ららミ れな く「り, 又 とろん こにもな 

ら く な あまて放牧は遅けなけナればならない。ﾡ女野のﾡ 

の繁求や友長は, 春 -- 秋牧野のそと同様に考える以 

季がある。 *れでﾡ季ﾡ牧シースンは, 植物の成長終期以 

ﾡにそし, ﾡ長期の植物を保ﾡするような法, 即ち待 

朝灰故 とか輪換放牧 か'五年も えらる。 
・ ・

スィス,フランス, イタリー等の若干の高山地帯では, 

夫々の 林野庁 (「ん.* Soz )によっ て管理さ れて しる・ 

一ﾡに夏なの長雨が普通であ って. 1 ネ科草類の 成長 は, 

ﾡの牧ﾡの3～4ヶ月周統く。こハらの人工牧野(A- 
な ) は , 乳キ小か らのﾡ料をﾡし ているのて, 牧野草 

の生産高は高い. 牧野草は就作草地(牧草畑)と 同様に. 

シ ースン &通じてテしい青ﾡを維持でさ sので. 支分に利 

用される.

これらのイネ科ﾡは大体シバ型であるので, 生産量の維 

特には, 種多の生産は宣宰でない.

胆濁暖濃帯 ゃ , 湿潤熱帯 そ は 牧野ﾡ の 有料 な 使 用 時期 ほ 

そ の 成長期 の僅か のﾡ間で あ る . 何改故な ら ば, 他の期間は 

栄養価 がひとく下るからてある。

このような湿潤地帯では. 成長期間中 の放牧は,乾燥也 

域程ﾡ大な ことてはない。即ち家畜 の判用 す る量よ りも取 

長番の方がよ 大きいからて、ある. 然し乍ら,政牧期は. 

締実粉末 ( ○ut - <.d っu24 ) な との兼ﾡ台質 な と 

を補助ﾡ料とし て 与えれば, ﾡ野章の成長期以后 に基長て 

きる. 最も大きな危険は,主零卓ﾡが翌室にあるヒまに量 

放牧 を して,家者のﾡなの比執的グい草ﾡが牧野に残る ミ

とてあ ③ ・

• 回 家 費 の 種 嘱

概括的に云 って , 牧野にﾡﾡする家竜のﾡ頼は, 牧野の 

生産物と有列に利用できる か. ヌは土地のその他の価値と

る」うなしのそあ。べき てあ 3 .
彼牧 上の 習性や牧野ﾡ の 好性は き 々 の家畜のﾡ報の間 

でひとくﾡっている。特殊の種類の家畜は, どこにいマも 
・ ・

発と同じﾡ性と レっマいる. 山羊,ﾡ ラ入ダは木ﾡ, 

ﾡ木様植物を好み, しはしはその葉と喰っ。山手はﾡん 

と. とんなﾡ物でし食うが, しかし時には江常以く上の畳を

無理食うこ とがあ る, 彼等は特にﾡの青草を好むが, 才
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当登の f ネ科単類 ・ こ の他の稚華を利用する ・ もしも救野 

経考 上,ﾡ望するなら, 他の 野章 ビ の合ﾡ的公均衡が 

とれるように, 逢木の登傷な牧野名継持す るよラ =すれは 

をの土は他の家ﾡにし村用する ニヒが出未 悪もょいキ 

用法 そある.

許遂その他の春株生産物が高い毎値& しってt る混牧林 

地ては 本牧される家畜は一級に樹木米権物の考冬性のな 

いものがよい。キ, 野キ, 動はイ ネ料ﾡ額及びその他の雑 

兼のよラ な牧野季2好 む・ ニれらの 家室 株 ,要性か ら - 

年の中。ある 時期にの み桜禁名契食す る。そし てﾡ木* 

野てはむ しろ元分に契食しない . 半ヒ大ﾡはﾡ峯ら よラな 

牧野草を好む さ , 冬期のよ ラ に=れ等の植物の 栄殺価が催 

いともは,相 者量の樹未状植物を契食す る ・ 家でﾡう 家者 

专育版 する 上に,その植類がﾡ要である ヒ 同時に , 放牧家 

者にとっ て 強調 されなけ ればな らない。キを茶牧 する場 

合の 愛状 は非希 に複雑 である。も レL , 最も食 好な 結果 が 

得たけ れ ば, 放牧 しまうとする 土地 ②雄 =よく 適合 し た 

特列の4育が要てあ る ・イ用する 豪畜 の類 , 飼育方法 

等は , 天候の状雄 虫客 , 表病等にまっ マ異ってくる。二
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の二 は持にﾡﾡ地方でﾡ受てある .

ﾡは期間に有キに ド= グリ親 (m.t 利用L) 1 

しし樹木が客 2 受け易 くないな らはﾡ牧で き る。時々 針葉 

樹の 根に害を 及ほすニとがある。 ・

回 牧野草の合理的一な中用. , 

多くの状野ては , 過放牧の問題は,ネﾡ場 休息加,泰 

苗小屋な ど家考が糸中ナ る 場所に起る ・ このまう な場は 

新詳 て多な 牧野草 のある漫っ た禄 o な商 である。天対 

水飲場とかその他のし のが牧野の中の目立たないにあ 

れ よ', 牧野草 の 供給量 は現在よ り u 多霊しなるびあろ う.

多 くの*野ごは 'その 牧野内 の到 る袋を季に中問する 

一とは不能てある。しかしﾡら,友牧されている全頭 

と*後力が均新がとれる いるな らは。基本的な若干 の 牧野 

経修 を選用すること によって,相当の改良を 行 う = じが 

ﾡである ・ 効柔的な仕 &する ためには. 牧 靜の 性格W 知 

るービが1要てあリ, 数■牧家蠢 の牧野草利用の習性を若干 

タマておく ニとがﾡ要でおる .

家畜'の水能場の 分布的 不 g : 凸凹のr形, に

Pa24 と すはれ る 章 の野内 o ﾡ生 , 同じ中央キャンプ
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へ毎り羊ぎヌは 中 ﾡ群を連れ しとす方法の 実施 牧野にお 

ける牧泉者 の不をかな cmtu2スはﾡい塗み ・ 遊牧なビ 

のよラ に救弱の利用が道に業中する規を等は , ﾡ核地に 

か市する象畜の護類は食務である ・ ニのような分布ﾡ題 

は, すべての 国の牧野や ,すべて ○気候帯の 問ﾡでなく て 

たンえる れがﾡ処で あっマし ,々のよう な考 千の宇項 はそ

等の解末みための助けレなるであろう ・
1 家畜 o ため に,勃しい水ﾡ場を牧野1に教け る。*放 

場を拡ﾡする型由 は , 家者を小さ な グループに保 ?よう 

に 注意す るためである。小さい *飲場は , 放牧 シ ー ズー 

中の位かを期問だけﾡ奨である ・

2 、 地形の 不良の ためや其他の ために 各リ っ かないﾡ 

リ地にﾡ畜 をさるい も ため戦器的場所 合場場えは そ 

の他の 無様物の給ち場談 ける ・

3.軽*地で寂喜がゆったりとﾡ牧されでいろ場合 

特に救牧泉ﾡのための水その他施設が候に立っるい る と 

a。

4 、 中央キャン プにかけ る み っけや, 寝る-とをこけ 

る ため =,かこいや複る 浅はﾡい 現所へ持。マいくコ

と。家害ことほんの育越しさすか, 多くマ 2. 3日国う 

ﾡﾡの卜 な一時的た市間キャ ンプ を作る こ上 は家責異中 

を緩初さ せる .

5 次牧計画に従った一家ﾡ牧野から次の季団坂野への 

移動の際に起る 家畜群 によ壁付 や 家査 の維說的移動 

の 如き 集中的移動 を避けねば、なら ない.

6 ・ﾡ1"刊用 L得る 植物2 離ボする ため x そた 

り・ "リヒマたりして干良手会改良する=と、ヶ論主 

療やそか 他の音祭s 保護 するために, 火 入 は 遅 測期 に 

注意ﾡ <,良く計しで 行やキ ならない ・

ワ 、 本ﾡその他の誘備一家審い小星 , 建難所 な 銀 

2ことによリ 家善。移勳がよく coaee できる. 未商 

は彼牧地2 ま的的利用す a ための甲位にか割したり.待 

ﾡ放えは神状な*2 計品s 実行す 3上に待に行値か申s」 

は野省の干的なを受ままド 家音*式私 の / へ 

であり , そラす3 こと によ って,飼料 ヒ なる 牧野草 を 縦式 

さビヌは土をし子イEﾡ ら 家蓄は牧野草を利用すること 

かできる。再 び 強 調す れ ば 家ほ4* 野利用の未ぎ産 

であマるし株野やキ常べよいしなしるいるれ 、 、」。
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回 森林と放牧の目時利用

牧野経営 の標準 は ・ 牧野ﾡ と 土壌 を保義す るように 

注着する乙とてあろろが, 2のマとは木材と外ﾡ価値 

の保護 ともなるであろう。

ﾡ者 混 帯 の な素樹株地 を除け ば , 放牧 と 森林が同 

じ土地で全く適合す る. 多くの例によるとﾡ牧林地復 

興計画 o とでは、 牧 は継続 して行うことがでうる 

が,経営は牧野卓々土壌が強化し、番建するためのﾡ 

求に調和し. 建全でなければならない。

後1相当章の引火L易い物賞を致じ, 森林を火災 

から係護する。ヌ法牧は林木生産を確立しﾡ出する。

全世界の森林は現左 : 不生達的である のが多いヒ 

い う 事実は表要でさない ・ それは極端なﾡ追がﾡ牧家 

竜 に よっ て か けナられる から ぞある。

これら の森林に 森林生産が 再びできるか, それとも 

牧野ﾡの生達ができ るかといら前に, より 良好な牧野 

そ巻の実権 に着手 L な れ ばな らない。 あ る例- よれ 

ボ, 老し も志 からっの 土地に経キ こ て い る望 ま L 

い種類 (樹種) の種のﾡ示がないならば、その林地に 

は福林しなれはならない。いずれにせよ、 あﾡから 

完全に係まする調問があれば,、N の期間歸 しく 成林 

するため の機 となるであろら。

森林におけるよりよい牧野経堂は、簡単にその3と 

にフいて諾しただけてはﾡ献しない。 , 

画家はまず.

1) 明確な牧野行政 を確立. し 発展とせる ことが必要 
であリ .
2)4政は走によって 支持 される だろうし、特に 

ヽ ある家竜が林木を生するのであれば,行政組織は家

きの顔ﾡのボを実するかが必要であり、去正な

刊 用シー ズ ンに行うようにしむけさせる2と がル琴

Sある- そのうちに、 人々はその必塁性や。 2のよ 

ラ な計画の価値 を納得し'. その実行に協力 するであ 

ろら。その土地の僕用者逢の協力ゃ後援4しには, 

森林々核野の改彦はでさるる。る。


